
 

 

 京都市では「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」（以下「条例」という。）に 

おいて，事業用大規模建築物の所有者には，当該建築物から排出される事業系廃棄物の発生  

抑制等による事業系廃棄物の減量義務を課しています。 

 また，事業用大規模建築物の新築等を行う建築主（以下「建築主」という。）に対しては，   

建築確認申請の前に，条例の必要書類の届出を義務付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は２ページを御覧ください 

➢ 事業用大規模建築物新築等減量計画書兼事業系廃棄物保管場所設置届 

➢ 付近見取図，各階平面図，保管場所の位置図・平面図・立面図 

※ 条例第２４条・第２５条，京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第７条・第８条で規定 

 

 

➢ 担当の環境共生センターへ御持参ください。（建築物が所在する行政区により異なります。） 

➢ 提出部数：１部 

※ 控えは交付しません。受領印を押した控えを御希望の場合は，２部（正・副）を直接窓口まで御持

参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜対象となる建築物＞ 

➢ 事業の用に供している部分の床面積の合計が，１棟で１，０００㎡以上の建築物は，事業用大規模

建築物に該当します。 

・ 休・廃業などにより事業の用に供していない（全く使用していない）部分の床面積は除きます。 

・ 住宅，アパートなどの居住用部分の床面積は除きます。 

・ 事業用と他の用途の共有部分(通路，階段，機械室等)がある場合は，事業用の床面積に算入します。

・ 排出される廃棄物のうち，主として産業廃棄物を排出する工場等の延床面積は除きます。 

➢ 従来は対象でなかった建築物が，増改築や用途変更等の結果，事業の用に供する部分の床面積の合

計が１，０００㎡以上となった場合は，対象建築物となります。 

＜対象事業所の単位＞ 

➢ 「事業用大規模建築物」は「棟」を単位とします。所有者が同じであっても，棟が異なれば個別に

取り扱います。ただし，同一敷地内において共通の用途に供せられ，廃棄物の保管及び処理が一体的

に行われる複数の対象建築物は，１棟の対象建築物として取り扱う場合があります。 

➢ 同一敷地内に「事業用大規模建築物」の他に建築物が存在し，廃棄物の保管及び処理が一体的に行

われている場合は，「事業用大規模建築物」と合わせて，指導対象として取り扱う場合があります。 

北区，上京区，左京区，中京区 
及び右京区の建築物について 

京都市北部環境共生センター 

 〒６０６－８５１１ 

 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町７－２ 

左京区総合庁舎２階北側 

 ＴＥＬ：０７５－７０１－９８００ 

 ＦＡＸ：０７５－７０１－９８１０ 

 

～事業用大規模建築物の新築等を行う建築主の皆様へ～ 

事業用大規模建築物とは 

１ 

提出方法  

新築等の際に必要な書類 

東山区，山科区，下京区，南区， 
西京区及び伏見区の建築物について 

京都市南部環境共生センター 

 〒６０１－８４４４ 

 京都市南区西九条森本町６２－１ 

 

 ＴＥＬ：０７５－６７１－０５１１ 

 ＦＡＸ：０７５－６７１－０３２２ 

 

提出先・お問合せ 



 

１ 義 務 規 定 の 内 容 
 建築主は，その建築物において行うことが予定される事業の内容，その建築物から排
出される廃棄物の種類，発生量の見込み，再生利用の方策に関する事項等の減量計画を
作成し，提出しなければなりません。 
 また，その建築物内，敷地内，その他適切な場所に，廃棄物保管場所を設置し，届け
出なければなりません。 
 

２ 対 象 と な る 方 
➢ 事業の用に供する部分の床面積が１，０００㎡以上の建築物を新築する建築主 
➢ 事業の用に供する部分の床面積が増築，改築等により，合計１，０００㎡以上にな

る建築物の建築主 
➢ 事業の用に供する部分の床面積が１，０００㎡以上の増築，改築等を行う建築主 
 
３ 提 出 書 類 ・ 時 期 
環 境 共 生 セ ン タ ー と 事 前 相 談 の 

うえで，以下の書類を建築確認申請等 
の前に届け出ていただきます。 

概ね，建築確認申請の１週間前まで
に御提出ください。 

➢ 事業用大規模建築物新築等減量 

計画書兼事業系廃棄物保管場所設置届 
 （３ページの記入例参照） 
➢ 付近見取図，各階平面図，保管場所 
 の位置図・平面図・立面図 

 

 

 

 

 
４ 廃棄物保管場所設置基準 （京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に定める事業者報告書制度及び改善勧告等に関する要綱第７条）抜粋 

⑴ 収集車両の横付けが可能であること。ただし，これにより難い場合は，他の方法により，収集車

両への積込み作業が安全，かつ，効率的に行われる位置に設置されていること。 

⑵ 保管場所への収集車両の進入路が収集車両の進入に支障のない構造であること。 

⑶ 事業用大規模建築物の規模，業種，事業系廃棄物の回収間隔，再生利用をする事業系廃棄物の品

目等を十分に考慮して，予測される排出量を保管することができる広さであること。 

⑷ 保管場所において分別作業を行う場合にあっては，当該作業を行う広さがあること。 

⑸ 事業系廃棄物が飛散し，流出し，地下に浸透し，若しくは悪臭を発生し，又は事業系廃棄物に雨

水が流入しないように必要な措置が講じられていること。 

⑹ 原則として，洗浄設備及び排水設備を設けること。 

⑺ 収集車両への積込み作業の安全を確保するために，照明等必要な措置が講じられていること。 

⑻ 再生利用をする事業系廃棄物と再生利用をしない事業系廃棄物を同一の保管場所に保管する場

合は，それぞれの事業系廃棄物が混合しないように区分することができること。 

⑼ 再生利用をする事業系廃棄物の保管場所は，必要に応じて間仕切り又は棚を設置すること等によ

り，品目ごとに分別して保管できるようにすること。 

⑽ 新聞，ダンボール等の可燃物の保管場所は，防火対策に十分留意すること。 

⑾ 特別な管理が必要な事業系廃棄物については，別に保管場所を確保すること。 

⑿ 事業用大規模建築物の敷地外の場所に保管場所を設置しようとするときは，別途協議すること。 

必要な書類の詳細 

２ 

ポイント︕ 平面図には，洗浄設備， 
排水設備及び照明等を記入してください。 

参考：保管場所の位置図・平面図・立面図（イメージ） 
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Ｑ１ 設置届の手続きはどのように進めるのか？ 

      建物オーナー・設計事務所        京都市（環境共生センター） 

 
Ｑ２ 廃棄物保管場所の面積はどのくらい必要か？ 

   発生する廃棄物の種類及び量は業種などにより異なるため，京都市では保管場所の面積につい

ての基準を設けていませんが，「規模，業種，廃棄物の回収間隔を十分考慮して，予測される排出

量を保管できる広さ」であり，「保管場所において分別作業を行う場合にあっては，当該作業を行

う広さがあること」としています。 

   排出量は，既存の同業種の事例などを参考としていただくほか，容積の実測と重量換算係数か

ら重量を換算する方法により，予測・把握してください。詳しくは窓口で御相談ください。 

Ｑ３ 廃棄物の発生抑制の方策等に関する事項について，どのような取組を記載すべきか。 

   発生抑制，再使用及び再生利用の方策について，取組事例をホームページに掲載していますの

で，御参照ください。 

Ｑ４ 今後の必要な手続きは？  

   建築主様から所有者様へ引き渡す際に，次の内容をお伝えください。 

  ○ 建築物が所在する担当の環境共生センターに連絡をとっていただくこと。 

  ○ 届出書（廃棄物管理責任者選任届，減量計画書など）を担当の環境共生センタ

ーに提出すること。 

  ○ 環境共生センターによる廃棄物保管場所確認の立入調査があること。 

＜京都市からの指導等について＞ 

 御提出いただいた計画書に基づいて，その建築物の使用開始までの間に，建築主又は使用予定の

事業者に対して，事業ごみの減量や分別・再資源化に関する指導や助言等を行うことがあります。 

届出様式，その他の情報はホームページを御確認ください。 

 

京都市 事業用大規模建築物 検索 

Ｑ＆Ａ 

設 計（保管場所等確保） 
↓ 

届出書類作成 
（減量計画を作成，位置図等添付） 

↓ 
届出書提出 

 
 

確認申請事前調査報告書 
窓口持参 

（建築確認図書に添付すること） 
 

引き続き他関係課事前協議 
↓ 

建築確認完了 
↓ 

建築着工 
↓ 
完成 

引き渡し 

 
事前相談 

 
 
 

受理（内容確認） 
↓ 

変更指示，確認終了連絡 
（概ね１週間程度） 

 
 

事前協議済印押印（即日） 
 

 

 
指導，助言 

 
（完成後） 

保管場所等の現場確認 

４ 


